
 

 
 

『事業主の皆さま、労働保険の成立手続きはおすみですか？』 

～労働者を一人でも雇用していれば、労働保険に加入する必要があります～ 
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称で、 政府が管掌する強制保険制度です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
会社・お店の 
＜福利厚生＞は 
『ゆとりーと共済』に 

ゆとりーと共済事務局 

℡ 06-4309-2315 
 

・大阪労働局 労働保険適用・事務組合課 ０６－４７９０－６３４０ 

・雇用保険課 ０６－４７９０－６３２０ ・ハローワーク布施 ０６－６７８２－４２２１ 

◆ 大 阪 労 働 局 か ら の お 知 ら せ ◆ １ 

 



 
 

「はたらく・くらすフォーラム」は、地域において障害に対する理解や認識を深め、誰もが働き暮らしやすい社会を目指す

ことを目的とした啓発事業です。 

今回のフォーラムでは、全国で「餃子の王将」を展開する株式会社王将フードサービスを招き、採用前の準備から採用

後の定着に向けた人材育成やキャリアアップの取り組みについて、社内の制度や実際に就労されている方の体験談をご

紹介します。皆様のご参加をお待ちしております。 

👉

 

 

所属名  電話  

当日参加方法 来場 ／ WEB メールアドレス 
(WEB 参加希望者のみ記入)  

お名前  参加予定人数 名 

ご質問  

※ご記入いただいた個人情報は、安全かつ適切に管理し当フォーラムの登録手続き及びご本人への連絡にのみに使用します。 

 

の お 知 ら せ 

～誰もが働き、暮らし続けていける「持続可能な社会」を目指して～ ２ 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

▶

▶

～給付金のお知らせ～ ３ 

▶

① 

② 

▶

① 

② 
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★申込み・問合せ★    東大阪商工会議所 振興部 FAX 06-6725-3611 TEL 06-6722-1 

会 場 

対  象 定 員 

 ４ 

ノ く 
り 

業 合同就職説明会・面接会 

 ＼ 東 大 阪 市 ／  

締 切 申 込 

参加の 

決 定 

主 催 

 


